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仕 様 書 

 

１．件名 大阪市立美術館 家電等買入・設置業務 

 

２．規格・参考品・指定品・数量 「家電明細書」のとおり 

 

３．納入場所 大阪市天王寺区茶臼山町１-82 大阪市立美術館 

 

４．納入期限 令和 ６年 11 月２9 日（金）まで 

 ※なお、一部家電においては 7 月末と 11 月末までの納入スケジュールとなることから、他の運搬スケジ

ュールとの調整のため、契約締結後に地方独立行政法人大阪市博物館機構（以下、発注者とす

る）より指示する。 

 

５．納入について 

（１）作業時間は平日 9：00～17：30 の間とする。 

（２）納入日程については、契約締結後に発注者と協議の上決定すること。 

（３）搬入・設置及び搬出作業については、大阪市立美術館（以下、美術館とする）の指示により、

美術館の業務を妨げないように行うものとする。 

（４）家電の搬入に際し、トラック（後部開口のみ可、側面開口は不可）による搬入はできるが、トラ

ックの大きさについては契約締結後に美術館の担当者と現地の事前確認をすること。大型エレベー

ター（出入口寸法：Ｗ2600×Ｈ2500 ㎜、内部：Ｗ3000×Ｄ1350×Ｈ2500 ㎜）の使用

が可能ではあるが、搬入搬出経路および設置する各部屋の搬入口には養生を施し、当館に汚損・

棄損等がないよう細心の注意をはらって行うこと。物品の設置及び調整については、搬入場所図に

記されている番号にリスト番号の物品を納入期限までに組立・調整したものを速やかに納品し、完

了すること。また、搬入については、建物等へ破損・汚損などの損傷を与えた場合は、修理等に要

する費用は、受注者の負担とする。なお、各納品場所の詳細図面および館内への搬入詳細図面

については、契約締結後、受注者に公開するものとする。 

（５）調達品の運搬、設置、作業時に発生する梱包材等の廃材については持ち帰ること。また廃棄処

理等など本件に係るすべての経費についても受注者の負担とする。作業場所での塵などは作業完

了後に必ず清掃を行うこと。 

（６）大型の物品等で搬入・設置に不安があるものについては、契約締結後に予め設置場所を調査

し、確認を行うこと。組立て設置等が必要な物品については、納品時にすべての措置を行ったうえで

搬入し、設置すること。 
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（７）納入配置の場所については、都合により変更する場合があり、美術館担当者の指示に従うこと。 

（８）納品時に使用する車両の大きさならびに台数について事前の届け出をする必要があるため、美

術館担当者と事前に協議のうえ指示に従うこと。 

６．その他 

（１）応札製品は入札時点で製品化されている各メーカーカタログに記載されている製品であるものと

する。 

（２）参考例示製品については、応札製品を限定するものではなく、同等以上の製品による応札も可

能であるものとする。参考例示製品以外で応札をする場合には、その製品が同等品以上であること

を証するカタログ及び製品仕様書等を発注者に提出すること。 

（３）デジタルサイネージにおいては、メーカー側で付帯している製品補償期間が３年以上あるものを

調達すること。なお、家電量販店等の独自の長期保証の付帯は不可とする。 

（４）デジタルサイネージのスタンド台については、参考品を限定したものではなく、ディスプレイまたはサイ

ネージ本体の取り付け設置ができるものを調達すること。 

（５）別紙参考仕様スペックを下回るものは不可とする。美術館の展示室内での利用を想定している

ため、暗い室内でも輝度等の調整が可能であるものとすること。 

（６）デジタルサイネージのモニターについては画面を自由に縦横へと調整できるものとすること。 

（７）W(mm)×Ｄ(mm)×Ｈ(mm)の記載については参考品 1 の寸法を基に記載しています。寸

法については、参考品 1 または 2 の品番のメーカーが公表している寸法内の同等品であれば可とす

る。なお、該当の物品が製品規格の変更等により異なる場合は、納入までに必ず事前に発注者と

申し出て協議すること。 

（７）受注者は、契約締結後速やかに納入する物品の単価が分かる明細を発注者に提出すること。 

（８）納品時に物品の名称、数量、単価等ならびに搬入、設置、運搬費も含まれたものが記載された

納品書を発注者に提出すること。また、各製品のメーカーによる取扱説明書が付属している場合は、

発注者に引渡すこと。 

（９）本仕様書に定め事項のない事項については発注者と協議し、発注者の指示に従うこと。 

（10）美術館の建物は登録有形文化財であり、隣接する慶沢園については市の指定文化財であるこ

とを踏まえ、業務にあたること。 

 

７．担当  

  地方独立行政法人 大阪市博物館機構 

  大阪市立美術館 総務課 

  大阪市天王寺区茶臼山町 1-82 

  TEL：06-6771-4874  

FAX: 06-6771-4856 


